
 

 

 

 

 

 

日  時   平成１８年４月１７日（月） 午後２時３０分から 

場  所   区役所７階 庁議室 

 

 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 委員の紹介【資料１】 

４ 会長・副会長の選出について【資料２】 

５ 運営協議会の役割について【資料３】 

６ サービス部会の設置について【資料２】【資料３】 

７ その他報告事項【資料４】【資料５】 

８ 閉会 

 

 

配布資料 

【資料１】平成 1８年度墨田区介護保険事業運営協議会委員名簿 

    （平成１８年度墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会委員名簿） 

    （平成１８年度墨田区地域包括支援センター運営協議会委員名簿） 

【資料２】墨田区介護保険事業運営協議会設置要綱 

（墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱） 

（墨田区地域包括支援センター運営協議会設置要綱） 

【資料３】墨田区介護保険事業運営協議会所掌事項 

【資料４】第１回墨田区介護保険事業運営協議会報告事項一覧 

【資料５】第７回墨田区介護保険事業運営協議会議事要旨 

 

【参 考】墨田区のお知らせ（４月１日号） 

介護保険料のお知らせ 

第１回墨田区介護保険事業運営協議会 

議 事 要 旨 
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第１回墨田区介護保険事業運営協議会出席者 

 

氏     名 所       属 出欠 

◎平 岡  公 一 お茶の水女子大学教授 出席 

○廣瀨 真理子 東海大学教授 出席 

大 山  博 司 すみだ医師会 出席 

宮奈  基 次 東京都向島歯科医師会 出席 

栁  正 明 墨田区薬剤師会 出席 

相 馬  正 之 すみだ地域リハビリテーション連絡会 出席 

田 中  三 伊 墨田区民生委員協議会会長 出席 

海 宝  雄 次 墨田区社会福祉事業団事務局長 出席 

庄司  孝 憲 墨田区社会福祉協議会 出席 

羽 生  隆 司 特別養護老人ホームたちばなホーム施設長 出席 

阿 部  博 道 弁護士（墨田区法律相談員） 出席 

加 瀬  三 郎 墨田区障害者団体連合会会長 出席 

髙 松  一 治 墨田区老人クラブ連合会会長 出席 

安藤  倉 子 町会・自治会 出席 

及 川  栄 子 墨田区介護保険応援ボランティア代表 出席 

濱 田  康 子 すみだケアマネジャー連絡会代表 出席 

佐 藤  悟 墨田区訪問介護事業者連絡会副会長 出席 

大下 千鶴子 第 1号被保険者 出席 

清 水  正 孝 第 2号被保険者 出席 

加藤 みさ子 第 2号被保険者 出席 

岡 田  貢 墨田区企画経営室長 出席 

坂 田  静 子 墨田区福祉保健部長 出席 

西田 みちよ 墨田区保健衛生担当部長 出席 

松 竹  耕 治  墨田区高齢者福祉担当部長 出席 

 ◎ 会長  ○ 副会長    

 

 事務局出席者 

 井上 俊策 介護保険課長 

 吉倉 信広 高齢者福祉課長 

 市川 幹夫 介護保険課管理・計画主査 

 江上 寿恭 高齢者福祉課高齢者支援主査 

 矢部 晴一 介護保険課管理・計画担当 
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１ 開会 

（事 務 局）ただいまから､第１回墨田区介護保険事業運営協議会を開催する。 

２ 区長あいさつ（略） 

（事 務 局）今回は第１回目の協議会であり、会長が選出されるまで、事務局が進行を

行う。 

３ 委員の紹介 

（事 務 局）委員を紹介する。介護保険運営協議会の委員２４人並びに地域包括支援セ

ンター運営協議会の委員１人に就任いただいた。前協議会から１５人が引

き続く委員となり、１０人が新たに委員となった。名前を呼ぶので起立願

いたい。（委員名簿に基づき紹介） 

事務局の異動について（自己紹介） 

４ 会長・副会長の選出 

（事 務 局）協議会設置要綱第５条２項に基づき会長を選出する。（平岡委員を推薦） 

（委  員）（承認） 

（事 務 局）会長が選出されたので、議事進行を平岡会長にお願いする。 

（会  長）副会長に廣瀬委員、阿部委員を指名する。 

（委  員）（承認） 

５ 運営協議会の役割について 

（会  長）運営協議会の役割等について、事務局より説明する。 

（事 務 局）（運営協議会の役割について説明） 

６ サービス部会の設置について 

（会  長）サービス部会の設置について、事務局より説明する。 

（事 務 局）（サービス部会の設置について説明） 

（会  長）サービス部会は、これまでも活発に活動してきたので、引き続き活動した

い。 

（委  員）（同意） 

（会  長）サービス部会長・副部会長を選出する。協議会設置要綱の第７条第２項に

より、協議会会長が指名する。前回同様、廣瀬委員を部会長とし、阿部委

員を副部会長とする。 

（委  員）（同意） 

（会  長）サービス部会のメンバーについて、事務局から説明する。 

（事 務 局）サービス部会は、作業部会としての役割が中心になる。実務に時間をさけ

る方に各分野から参加いただきたい。 

（会  長）立候補はいるか。いないようなので、事務局より推薦いただきたい。 

（事 務 局）（推薦） 

（被推薦者）（了解） 

（会  長）それではサービス部会メンバーをお願いする。具体的な活動日程等は、部

会長、副部会長と事務局で調整する。 
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７ その他報告事項 

（会  長）事務局から報告事項について説明する。 

（事 務 局）（資料説明） 

８ 質疑応答 

（会  長）質問をうかがいたい。 

（Ａ 委 員）保険料が引き上げられたことによる低所得者への対策はあるか。１０月か

ら医療費が負担増となるが対応は。障害者専門のケアマネの配置はできる

か。 

（事 務 局）（質疑に対する説明） 

（会  長）連絡事項について事務局より説明する。 

（事 務 局）地域密着型サービス運営委員会会長、地域包括支援センター運営協議会会

長の選出は、５月に開催する第１回会議で行う。 

今後の日程は、配布資料「平成１８年度運営協議会等開催予定（案）」に

よる。 

新委員１０人の研修を５月に開催予定である。 

９．閉会 

（会  長）以上で閉会する。 


